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タツタタワー木津川市

令和3年度水道事業会計 予算の概要

令和3年度水道事業会計の予算が3月

市議会定例会において可決されましたの

で、その概要をお知らせいたします。

水道事業会計は、水道水をつくったり、

施設の維持管理のための経費を扱う収益

的収支と、水道管の更新や施設の建設な

どを行う資本的収支に分かれています。

ここでは、それぞれの収支について昨年

度と比較しながら簡単に紹介します。

まず、収益的収支の収入では、令和3

年度の水道料金収入は、人口の増加によ

り昨年度より1,142万円の増額となって

います。下水道負担金は、水道メーター

取替費用の増加により1,102万円の増額

となっています。財政調整基金からの繰

入（実質の赤字補てん）は昨年度に引き

続き行わず、黒字経営ができる見込みと

なっています。長期前受金等戻入額は、

減価償却費の特定財源部分です。また、

支出では、水需要の増加に対応できるよ

う動力費（電気代）で312万円、受水費

で1,024万円それぞれ増額となっていま

す。修繕料では、漏水修繕のほか、タツ

タタワー木津川市や相楽西配水池、流岡

山配水池、南加茂台配水池などにおける

部品交換を予定しています。

次に資本的収支の収入では、新規の水

道加入件数が減少するものとして、加入

金を1,254万円減額しています。公共下

水道工事などに伴う木津川市からの負担

金は697万円の減額となり、一般会計か

らの出資金は1,945万円の増額となって

います。また、支出では、老朽配水管及

び下水道関連の布設替工事、舗装復旧工

事のほか、山城浄水場更新のための詳細

設計業務、吐師受水場のテレメーター装

置取替工事、相楽東配水池耐震補強工事、

相楽西配水池屋根工事など

を行う予定となっています。

木津川市水道広報 第9号 （令和3年6月）

計画的かつ効率的な事業

運営に努めてまいります。



相楽東配水池耐震補強工事 及び 相楽西配水池屋根改修工事を行います。

山城地域における配水池の統合を計画しています。
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木津川市上下水道部水道業務課 TEL：0774-75-1250

相楽東配水池は、昭和62年度に建設した
相楽台八丁目にある配水池で、容量は
2,390㎥です。令和3年度に躯体と基礎の接
合部を鉄筋で補強する耐震改修工事を実施
する予定です。

相楽西配水池は、昭和60年度に建設した
兜台四丁目にある配水池で、容量は3,974
㎥です。令和2年度に現状を解析した結果、
耐震性が確保されていることいが分かりま
した。令和3年度に長寿命化のため、屋根
改修工事を実施する予定です。

山城地域の配水区域は、北部、南部、東部の３つに分かれていますが、山城低区配水池
を廃止し、山城配水池に統合する計画を立てています。統合は新しい山城浄水場の運転開
始（令和7年度末の予定）に併せて行い、北部配水区域も南部配水区域と同様に山城配水
池から水道水をお届けする方針です。新しい山城浄水場の建設と山城低区配水池の廃止に
より、地震などの大規模災害に備えて水道の強靭化を図ります。

統合

山城低区配水池 北部配水区域

（昭和38年度建設、容量558㎥）

水道事業管理者による職員の自己啓発表彰制度を創設しました。

将来にわたって水道事業を持続させていくために、人材育成と技術継承が
課題となっていますので、令和2年4月に水道事業管理者による職員の自己啓
発表彰制度を創設しました。水道に関連する技術、情報、簿記、語学などの
資格を職員が積極的に取得し、スキルアップできるような環境づくりを目指
します。

山城配水池 南部配水区域

（平成29年度建設、容量1,700㎥）


